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香川県事業承継支援事業費補助金交付要綱 

 

(趣旨) 

第１条 香川県事業承継支援事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付について

は、香川県補助金等交付規則（平成 15年香川県規則第 28号）に定めるもののほか、こ

の要綱の定めるところによる。 

 

(交付の目的) 

第２条 この補助金は、予算の範囲内において、県内中小企業の円滑な事業承継を支援す

ることで、県内中小企業に蓄積された優れた技術やノウハウを次世代に引き継ぎ、安定

的な雇用を確保するとともに有用な経営資源の散逸を防ぎ、もって本県経済の持続的な

発展を図ることを目的とする。 

 

(定義) 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１）中小企業者 

中小企業基本法（昭和 38年法律第 154号）第２条に規定する者をいう。 

（２）Ｍ＆Ａ 

  事業譲渡、株式譲渡等により第三者に経営権を移転することをいう。 

（３）専門事業者 

  税理士事務所、会計事務所、法律事務所、コンサルティング会社、Ｍ＆Ａ仲介事業

者及び金融機関など、事業承継及びＭ＆Ａに関する専門的な知識及び実績を有する事

業者をいう。 

（４）支援機関 

   別表１に定める機関をいう。 

（５）個人事業主 

   株式会社等の法人を設立せず、税務署に開業届を出すことで税務上の区分として個

人で事業を営む者をいう。 

 

(補助対象者) 

第４条 この要綱による補助金の交付の対象となる者は、次の各号の要件の全てに該当す

る者とする。 

（１）県内で事業を営む中小企業者のうち、県内に本社を置く法人、又は県内に住所を有

する個人事業主であること。 
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（２）県内の事業所で常時使用する従業員を雇用していること。 

（３）引き続き県内で事業を営むこと。 

（４）県税を完納していること。 

（５）支援機関の支援を受けていること。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象となら

ないものとする。 

（１）発行済株式の総数又は出資価額の総額の２分の１以上を、中小企業者以外の者であ

って事業を営む者（以下「大企業」という。）に所有されている者。 

（２）発行済株式の総数又は出資価額の総額の３分の２以上を複数の大企業に所有されて

いる者。 

（３）大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１を占めている者。 

（４）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項に規定する風俗営業又は第５条に規定する性風俗関連特殊営業を行う

者。 

（５）その他知事が不適当と認める者。 

 

(補助事業及び補助率等) 

第５条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、支援機関の支

援を受けた上で、専門事業者を活用する事業とし、補助事業の区分、対象経費及び補助

率等は、別表２に定めるとおりとする。ただし、国その他から補助金の交付その他これ

に類する助成を受け、又は受けようとする事業は補助事業から除くものとする。 

 

(交付の申請) 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、知事が定める

期日までに補助金交付申請書（様式第１号）を知事に提出しなければならない。 

 

(交付の決定) 

第７条 知事は、前条の規定による補助金交申請書の提出があったときは、その内容を審

査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付を決定し、補助金交付決定通知書

（様式第５－１号）により申請者に通知するものとする。また、不交付を決定したとき

は、補助金不交付決定通知書（様式第５－２号）により通知するものとする。 

２ 知事は、前項の規定による通知に際して、必要な条件を付することができる。 

 

(申請の取下げ) 

第８条 申請の取下げのできる期間は、補助金交付決定通知書を受理した日から 10日を 
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経過した日までとする。 

 

(補助事業の着手) 

第９条 第７条第１項の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者（以下「補助事業

者」という。）は、交付の決定の後に、補助事業に着手しなければならない。 

２ 前項の補助事業の着手とは、補助事業に係る契約の締結をいう。 

 

（補助事業の変更等） 

第 10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ補助金変更

交付申請書（様式第６号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

（１）補助事業の内容を変更しようとする場合。ただし、補助金の目的及び補助事業の効

果に影響を及ぼさない軽微な変更は除く。 

（２）補助金の額を変更しようとする場合。ただし、補助金額の 20パーセントを超えな

い範囲で減額する場合は除く。 

２  知事は、前項の規定による承認をする場合において、必要に応じて条件を付するこ

とができる。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第 11条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ

事業中止・廃止申請書（様式第７号）を知事に提出し、その承認を受けなければならな

い。 

 

（実績報告等） 

第 12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して

30日以内又は翌年度の４月 10日のいずれか早い日までに補助金実績報告書（様式第８

号）を知事に提出しなければならない。 

２  Ｍ＆Ａの補助事業者は、Ｍ＆Ａの仲介委託等の補助事業を完了した日の属する年度

以降３年間、各年度におけるＭ＆Ａの取組状況について、翌年度の４月 10日までにＭ

＆Ａの取組状況を知事に報告しなければならない。ただし、Ｍ＆Ａの最終合意契約の締

結を報告した後は、この限りではない。 

 

（補助金の額の確定） 

第 13条 知事は、前条第１項の規定による報告を受けたときは、実績報告書を審査し、

必要に応じて現地調査を行い、適当であると認めたときは、補助金の額の確定を行い、

補助金額確定通知書（様式第９号）により補助事業者に通知するものとする。 
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（補助金の交付） 

第 14条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額が確定し、補助金の支払いを受け

ようとするときは、請求書（様式第 10号）を知事に提出しなければならない。 

２ 補助金は、精算払いにより交付する。 

 

（補助金の交付の決定の取消し等） 

第 15条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金

の交付の決定の全部もしくは一部を取消し、又は変更することができる。 

（１）不正に補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき 

（２）この要綱若しくは規則の規定又はこれらに基づく知事の指示に違反したとき。 

（３）補助事業の内容が、この要綱の規定を満たさない事実が明らかになったとき。 

（４）交付決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要が

なくなったとき。 

２  知事は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに

係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を付してその返還を命じる

ものとする。 

 

（補助金の経理） 

第 16条 補助事業者は、補助事業に係る経理を他の経理と区分し、当該収支の事実を明

確にした証拠書類を整理し、当該証拠書類を補助事業が完了した日の属する年度の翌年

度から起算して５年間、保存しなければならない。 

 

（情報の開示） 

第 17条 補助事業又は補助事業者に関して、香川県情報公開条例（平成 12年香川県条例

第 54号）に基づく開示請求があった場合は、条例第７条に規定する非開示情報以外の

情報は開示するものとする。 

 

 (その他) 

第 18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 30年４月 26日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年６月８日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
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別表１（第３条関係） 

支援機関 

商工会 

商工会議所 

香川県中小企業団体中央会 

株式会社百十四銀行 

株式会社香川銀行 

高松信用金庫 

観音寺信用金庫 

香川県信用組合 

株式会社日本政策金融公庫高松支店 

香川県信用保証協会 

香川県事業承継・引継ぎ支援センター 

公益財団法人かがわ産業支援財団 

香川県よろず支援拠点 

株式会社商工組合中央金庫高松支店 

独立行政法人中小企業基盤整備機構四国本部 

 

別表２（第５条関係） 

事業の区分 対象経費 補助率等 

事業承継計画の策定等 

※現在の経営者から次の後継

者への事業承継計画の策定に

限る 

事業承継計画の策定等に係る経費 

 ・初期診断委託料 

 ・課題分析の委託料 

 ・事業承継計画の策定委託料 

 ・企業価値の算出委託料 

 ・当該計画に基づく登記の書類作成費用 等 

 

補助対象経費の 

２分の１以内 

（上限 30万円） 

Ｍ＆Ａの仲介委託等 Ｍ＆Ａの仲介委託等に係る経費 

＜譲り渡し側＞ 

 ・仲介委託料 

 ・マッチングの登録手数料 

 ・着手金 等 

＜譲り受け側＞ 

 ・デューデリジェンス（適正評価手続き） 

費用 

補助対象経費の 

３分の１以内 

（上限 30万円） 
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注１ 専門事業者に対する顧問料等は、対象外とする。 

 ２ 個別具体的な案件に関する訴訟・トラブル対応に係る費用は対象外とする。 

 ３ Ｍ＆Ａ等の成功時に支払う成功報酬に係る費用は対象外とする。 

 ４ 消費税及び地方消費税は補助対象外とする。 

 ５ 補助対象経費に補助率を乗じて得た補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたと

きは、これを切り捨てるものとする。 

 ６ 過年度に本補助金の交付を受けた場合は、30万円から過年度の補助金額を控除した

額を補助上限とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


